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〈3〉環境分野 
１． 公害 

（1）法令等に基づく事務処理件数                                （単位：件） 

年    度 30 元 2 3 4 

環境確保条例 

工  場 
設置認可      2 4 1 1 3 

変更認可      1 0 0 2 0 

指定作業場 
設 置 届      6 6 5 8 4 

変 更 届      4 0 0 2 2 

石綿飛散防止方法等計画届 59 64 59 28 38 

騒音規制法 
特 定 施 設 

設 置 届      5 2 1 2 3 

各変更・承継届 22 29 32 28 36 

全廃・その他 6 9 4 10 12 

特定建設作業実施届 462 430 402 449 497 

振動規制法 
特 定 施 設 

設 置 届      1 1 0 1 2 

各変更・承継届 10 5 3 9 6 

全廃・その他 6 6 0 9 8 

特定建設作業実施届 276 255 224 252 323 

大気汚染防止法 
特定粉じん排出等作業実施届 61 65 60 29 40 

石綿事前調査結果報告 - - - - 1,762 

建築物解体工事等工事計画事前周知報告書 422 370 371 358 409 

苦 情 受 付 件 数 175 224 245 258 287 

（注）大気汚染防止法に基づく石綿事前調査結果報告については令和4年度より開始。                    環境課 

（2）環境確保条例に基づく申請・届出件数（令和 4年度） 

ア．工場                                           （単位：件） 

環境課 

イ．指定作業場                                        （単位：件） 

項 
 
 

目 

設 

置
（
再
掲
） 

変 

更
（
再
掲
） 

氏
名
等
変
更 

承 
 
 

継 

廃 
 
 

止 

地
下
水
揚
水
量
報
告 

化
学
物
質
使
用
量
等
報
告 

化
学
物
質
管
理
方
法
書 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
報
告 

土
壌
地
下
水
汚
染
対
策
計
画
書 

土
壌
地
下
水
汚
染
対
策
完
了
届
出
書 

汚
染
拡
散
防
止
措
置
計
画
書 

汚
染
拡
散
防
止
措
置
完
了
届 

調
査
猶
予
確
認
申
請
・
願 

土
地
の
現
況
報
告
書 

調
査
猶
予
確
認
事
項
変
更 

そ
の
他
（
取
下
願
・
事
故
届
等
） 

合 
 
 

計 

件
数 4 2 22 6 7 26 18 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 90 

環境課 

 ウ．その他（工場・指定作業場以外）                              （単位：件） 

項 目 
地下水揚水施設 

地下水揚水量報告 合 計 
設置 変更 廃止 氏名等変更 

件 数 0 0 0 2 25 27 

環境課 

項 
 
 
 

目 

設
置
認
可
申
請
（
再
掲
） 

変
更
認
可
申
請
（
再
掲
） 

完
成
届
（
設
置
） 

完
成
届
（
変
更
） 

氏
名
等
変
更 

承 
 
 

継 

現 
 
 

況 

廃 
 
 

止 

地
下
水
揚
水
量
報
告 

化
学
物
質
使
用
量
等
報
告 

化
学
物
質
管
理
方
法
書 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
報
告 

土
壌
地
下
水
汚
染
対
策
計
画
書 

土
壌
地
下
水
汚
染
対
策
完
了
届
出
書 

汚
染
拡
散
防
止
計
画
書 

汚
染
拡
散
防
止
措
置
完
了
届 

調
査
猶
予
確
認
申
請
・
願 

土
地
の
現
況
報
告
書 

調
査
猶
予
確
認
事
項
変
更 

公
害
防
止
管
理
者
選
解
任
届 

そ
の
他
（
取
下
願
・
事
故
届
等
） 

合 
 
 

計 

件
数 3 0 3 0 10 15 8 36 4 13 0 6 0 0 2 0 0 8 0 2 0 110 
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エ．町別認可工場数 

 

  業 種 

 

 

 

 

 町 名 

食

料

品

製

造

業 

繊

維

工

業 

木
材
・
木
製
品
製
造
業
（
家
具
を
除
く
） 

家

具

・

装

備

品

製

造

業 

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業 

印

刷

・

同

関

連

業 

化

学

工

業 

石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業 

ゴ

ム

製

品

製

造

業 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
製
造
業 

な
め
し
革
・
同
製
品
・
毛
皮
製
造
業 

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業 

鉄

鋼

業 

非

鉄

金

属

製

造

業 

金

属

製

品

製

造

業 

は
ん
用
機
械
器
具
製
造
業 

業
務
用
機
械
器
具
製
造
業 

電

気

機

械

器

具

製

造

業 

そ

の

他

の

製

造

業 

鉄

道

業 

機

械

器

具

小

売

業 

洗
濯
・
理
容
・
美
容
・
浴
場
業 

自

動

車

整

備

業 

そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業 

そ

の

他

の

サ

ー

ビ

ス

業 
合

計 

台  東 7 2 11 2 24 41 2 0 1 0 1 1 2 0 0 32 4 0 1 0 0 0 3 0 9 143 

柳  橋 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

浅 草 橋 1 7 6 0 13 32 1 0 1 0 1 5 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 4 0 8 89 

鳥  越 5 6 2 1 8 13 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0 1 0 3 54 

蔵  前 1 4 2 3 8 14 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 7 49 

小  島 2 0 3 0 14 28 0 0 1 0 1 0 1 0 1 8 3 2 0 0 0 0 3 0 3 71 

三  筋 1 3 8 2 15 18 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 0 5 73 

秋 葉 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

上  野 5 0 2 0 2 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 2 0 3 34 

東 上 野 4 3 5 4 12 32 0 0 0 1 0 2 0 0 1 34 7 0 1 0 1 1 2 0 8 119 

元 浅 草 2 1 12 4 17 27 0 0 0 0 0 5 1 0 1 28 2 0 1 0 0 0 5 0 7 113 

寿 2 3 3 4 14 19 0 0 0 0 0 7 1 0 0 13 3 0 0 0 0 0 3 0 5 78 

駒  形 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

北 上 野 1 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 2 0 3 28 

下  谷 2 0 2 7 5 6 1 0 2 0 2 3 0 0 0 7 4 0 1 0 0 0 1 0 2 44 

根  岸 4 4 1 4 5 15 0 1 1 0 1 0 2 0 0 11 1 3 1 4 0 0 0 0 6 63 

入  谷 5 1 8 8 3 26 0 0 0 0 0 2 0 2 0 26 0 1 0 0 0 0 5 0 3 90 

竜  泉 7 6 12 9 14 29 0 0 1 0 1 11 2 0 0 26 4 1 2 0 0 0 12 0 7 145 

松 が 谷 5 0 12 14 16 36 0 0 0 0 0 1 3 0 0 31 7 0 1 0 0 0 3 0 3 133 

西 浅 草 7 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0 1 0 2 35 

雷  門 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 12 

浅  草 11 1 6 2 10 9 0 0 3 0 3 65 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 9 0 4 144 

花 川 戸 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 

千  束 6 0 8 6 9 28 0 0 4 0 4 17 3 0 0 13 5 0 2 0 0 0 8 0 4 113 

今  戸 1 1 5 0 7 7 0 0 6 0 6 102 2 0 1 14 1 0 0 2 0 0 3 0 4 157 

東 浅 草 3 0 4 1 1 5 0 0 3 0  4 52 2 0 0 7 1 0 0 0 0 0 2 0 4 86 

橋  場 4 1 3 3 6 4 1 0 7 0 7 64 1 0 0 21 1 0 0 0 0 0 4 0 6 126 

清  川 1 1 5 3 6 6 0 0 6 0 6 60 0 0 1 15 2 0 1 0 0 0 7 0 1 115 

日 本 堤 4 1 2 4 5 14 0 0 4 0 4 26 0 1 0 12 3 1 2 0 0 0 8 0 6 94 

三 ノ 輪 2 1 2 0 10 5 0 0 1 0 1 2 2 0 0 5 3 0 1 0 0 0 4 0 6 44 

池 之 端 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 12 

上野公園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

上野桜木 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 

谷  中 3 5 4 0 2 10 0 0 0 0 0 1 5 0 0 7 3 4 1 0 0 0 3 0 3 53 

合  計 101 54 134 84 237 450 6 1 41  2 445 32 3 7 392 65 14 15 7 1 1 19 104 1 131 2,347 

（注）年度末現在                                                    環境課 
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オ．町別指定作業場数 

    業 種 

 

 

 

 町 名 

自

動

車

駐

車

場 

自

動

車

タ

ー

ミ

ナ

ル 

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
・
Ｌ
Ｐ
Ｇ
・ 

Ｃ
Ｎ
Ｇ
ス
タ
ン
ド 

自

動

車

洗

車

場 

廃

棄

物

保

管

場

所 

材

料

置

場 

青

写

真

作

業

場 

め

ん

類

製

造

場 

豆

腐

煮

豆

製

造

場 

洗

濯

施

設 

下

水

処

理

場 

ボ

イ

ラ

ー 

常
用
発
電
機
関
（
ガ
ス
機
関
） 

焼

却

炉 

揚

水

事

業

場 

病

院

（

3
0
0

床

） 

学

術

研

究

機

関 

合

計 

台  東 40 0 1 1 0 0 0 1 3 6 0 2 0 0 0 0 0 54 

柳  橋 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 21 

浅 草 橋 11 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 20 

鳥  越 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

蔵  前 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 20 

小  島 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 

三  筋 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 14 

秋 葉 原 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

上  野 48 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 21 1 0 1 0 0 78 

東 上 野 57 0 2 1 0 0 1 0 8 4 0 10 1 0 0 1 0 85 

元 浅 草 20 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 29 

寿 15 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 23 

駒  形 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

北 上 野 13 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 20 

下  谷 8 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 0 0 1 19 

根  岸 17 0 2 1 0 0 1 0 4 4 0 19 0 0 5 0 0 53 

入  谷 8 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 14 

竜  泉 5 0 2 3 0 0 1 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 20 

松 が 谷 12 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 2 0 0 0 0 0 23 

西 浅 草 20 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4 1 0 0 0 0 30 

雷  門 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 

浅  草 31 1 1 0 0 0 0 2 3 13 0 11 0 1 0 0 0 63 

花 川 戸 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 

千  束 15 0 1 1 1 0 0 1 3 5 0 90 0 0 0 0 0 117 

今  戸 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

東 浅 草 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

橋  場 10 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 16 

清  川 6 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 16 

日 本 堤 5 0 1 0 0 0 0 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 19 

三 ノ 輪 3 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 11 

池 之 端 13 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 20 

上野公園 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 13 

上野桜木 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 

谷  中 6 0 0 0 0 0 0 1 4 8 0 1 0 1 0 0 0 21 

合 計 460 2 19 14 2 1 8 16 63 90 1 192 5 3 10 1 2 889 

（注）年度末現在                                                環境課 
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（3）苦情受付件数 

 ア．発生源別・現象別苦情受付件数                            （単位：件） 

      年 度 

 

 現 象 

     

発生源 30 元 2 3 4 

      

 騒 音       2 3 1 1 2 

 振 動       0 0 0 0 0 

工 ば い 煙       0 0 1 1 0 

 粉 じ ん       0 0 0 0 0 

 悪 臭       2 0 0 3 2 

 有 害 ガ ス       0 0 0 0 0 

場 汚 水       0 0 0 0 0 

 そ の 他       0 0 0 2 0 

 小 計       4 3 2 7 4 

 騒 音       0 2 2 1 1 

 振 動       0 0 0 0 0 

指 ば い 煙       2 1 1 1 1 

定 粉 じ ん       0 1 0 0 0 

作 悪 臭       1 0 0 1 0 

業 有 害 ガ ス       0 0 0 0 0 

場 汚 水       0 0 0 0 0 

 そ の 他       0 0 0 0 1 

 小 計       3 4 3 3 3 

 騒 音       21 27 49 35 43 

 振 動       0 0 1 1 2 

一 ば い 煙       1 0 5 1 1 

 粉 じ ん       0 0 0 0 0 

 悪 臭       8 7 10 12 18 

 有 害 ガ ス       0 0 0 0 0 

般 汚 水       0 0 0 0 0 

 そ の 他       53 91 69 96 104 

 小 計       83 125 134 145 168 

 騒 音       34 46 58 54 57 

 振 動       9 11 8 11 17 

建 ば い 煙       0 0 0 0 0 

設 粉 じ ん       26 23 18 28 14 

作 悪 臭       0 0 4 0 3 

業 有 害 ガ ス       0 0 0 0 0 

 汚 水       0 0 0 0 0 

 そ の 他       16 12 18 10 21 

 小 計       85 92 106 103 112 

合     計 175 224 245 258 287 

環境課    
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 イ．月別苦情受付件数（令和 4年度）                            （単位：件） 

月  

 

 現 象 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

騒 音      8 11 9 9 6 13 7 4 13 12 5 6 103 

振 動      1 2 0 2 1 0 2 0 3 1 6 1 19 

ば い 煙      0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

粉 じ ん      1 1 1 0 3 1 2 1 0 2 0 2 14 

悪 臭      2 2 2 3 2 0 2 1 4 5 0 0 23 

有害ガス      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

汚 水      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ の 他      9 9 22 15 16 9 7 6 5 10 8 10 126 

合 計      21 26 34 29 28 23 20 13 25 30 19 19 287 

環境課   

 

 ウ．騒音計貸出件数                                    （単位：件） 

年  度 30 元 2 3 4 

件  数 12 18 21 18 66 

環境課   

 

（4）有害鳥獣等対策 

 ア．カラス等対策実績                                   （単位：件） 

年  度 30 元 2 3 4 

巣の撤去 3 8 7 8 10 

落下ヒナ回収・調査等 2 9 3 9 8 

ヘビ捕獲・調査 6 2 4 4 4 

環境課   

 

 イ．アライグマ・ハクビシン対策実績                            （単位：件） 

年  度 30 元 2 3 4 

箱わな設置 - 12 15 19 16 

箱わな設置延長 - 0 12 13 15 

対象種引取 - 3 2 4 4 

現地調査 - 4 1 4 3 

(注)対象種引取は捕獲した頭数。                                        環境課 
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（5）大気汚染（常時測定） ［行政計画］ 

ア．浮遊粒子状物質（SPM） 

年      度 30 元 2 3 4 

年  度  平  均  値 （mg／m3） 0.017 0.015 0.014 0.010 0.010 

環  境  基  準  適  合  率 （％） 100 100 100 100 100 

日平均値の2％除外値（mg／m3） 0.044 0.037 0.038 0.026 0.029 

環 境 基 準 の 長 期 的 評 価 達成 達成 達成 達成 達成 

1時 間 値 最 高 値（mg／m3） 0.129 0.076 0.078 0.105 0.076 

日平均値の最高値(mg／m3) 0.053 0.044 0.053 0.054 0.051 

日平 均値が 0.1 mg／m3 を超えた
日が連続した回数の有無  

無 無 無 無 無 

環 境 基 準 
(短 期 的 評 価) 

1時間値の1日平均値が0.10mg/ m3以下であり、かつ、 
1時間値が0.20mg/ m3以下であること。 

(注)環境基準適合率：環境基準適合日数／総測定日数×100                            環境課 

環境基準長期的評価：浮遊粒子状物質の場合は、年間の日平均値のうち、高い方から2％の範囲内にあるものを除外した 

最大値（2％除外値）を環境基準と比較して評価する。ただし、環境基準値を超える日が2日以上 

連続した場合は非達成とする。二酸化窒素の場合は、低い方から98％に相当するもの（98％値）を 

環境基準と比較して評価する。 

 イ．光化学オキシダント（Ox） 

年      度 30 元 2 3 4 

年  度  平  均  値 ( p p m ) 0.029 0.029 0.029 0.030 0.029 

環  境  基  準  適  合  率 （％） 84 95 96 96 96 

環  境  基  準  達  成  状  況 未達成 未達成 未達成 未達成 未達成 

昼 間 1 時 間 値 の 最高値（p p m） 0.145 0.184 0.167 0.114 0.161 

昼 間 1 時 間 値 が 注 意 報 レ ベ ル 
（ 0 . 1 2 p p m ） 以 上 の 日 数 

2 1 3 0 2 

環 境 基 準（短 期 的 評 価） 1時間値が0.06ppm以下であること。 

(注)昼間の測定結果を記載。昼間とは環境省の事務処理基準により、5時から20時まで。              環境課 

環境基準適合率は令和元年度から昼間の環境基準達成時間で示す。 

 ウ．二酸化窒素（NO2） 

年      度 30 元 2 3 4 

年  度  平  均  値 ( p p m ) 0.018 0.017 0.016 0.015 0.016 

環  境  基  準  適  合  率 （％） 100 100 100 100 100 

日 平 均 値 の 98 ％ 値 ( p p m ) 0.043 0.035 0.042 0.037 0.036 

環  境  基  準  長  期  的  評  価 達成 達成 達成 達成 達成 

1  時  間  値  最  高  値（p p m） 0.092 0.080 0.082 0.084 0.074 

日 平 均 値 の 最 高 値 ( p p m ) 0.050 0.047 0.053 0.053 0.049 

環 境 基 準 
(短 期 的 評 価) 

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内または 
それ以下であること。 

環境課 

（6）光化学スモッグ ［行政計画］ 

   緊急時発令状況及び被害状況 

年   度 30 元 2 3 4 

予  報 (日) 全 域 4 3 0 3 2 

注 意 報  (日) 
区北部 2 1 2 2 2 

都全域 9 7 6 6 7 

警  報 (日) 
区北部 0 0 0 0 0 

都全域 0 0 0 0 0 

重大緊急報(日) 
区北部 0 0 0 0 0 

都全域 0 0 0 0 0 

学校情報  (日) 
区北部 11 8 5 6 5 

都全域 22 16 17 16 17 

被 害 届 （人） 
区北部 0 0 0 0 0 

都全域 0 0 0 0 0 

(注)区北部は、台東、墨田、荒川、足立、葛飾の5区。                              環境課 
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  （参考）東京都光化学スモッグ発令基準 

段  階 発   令   基   準 
措       置 

緊急時協力工場・事業場 一    般 

学 校 情 報 
オキシダント濃度0．10ppm以上で継
続するとき ―  

予     報 高濃度汚染が予想されるとき 燃料使用量の削減要請 ・屋外になるべく出ない 

注  意  報 
オキシダント濃度0．12ppm以上で継
続するとき 

通常の燃料使用量より 
20％程度削減勧告 ・屋外運動は差し控える 

警     報 
オキシダント濃度0．24ppm以上で継
続するとき 

通常の燃料使用量より 
40％程度削減勧告 

・被害にあったときは保健所に 
届け出る 

重 大 緊 急 報 
オキシダント濃度0．40ppm以上で継
続するとき 

通常の燃料使用量より 
40％程度削減命令  

環境課 

 

（7）自動車公害調査 ［行政計画］ 

 ア.主要交差点における窒素酸化物調査               （単位：NO,NO2,NOx：ppb、交通量：台/時） 

年 度 項 目 
上野一丁目付近交差点 駒形橋西詰交差点 区大気汚染測定局 

夏 季 冬 季 夏 季 冬 季 夏 季 冬 季 

30 

NO 8 12 13 21 3 9 

NO2 18 20 19 24 13 24 

NOx 26 32 32 45 16 33 

交通量 943 1,021 1,953 2,040 - - 

元 

NO 6 27 10 36 2 17 

NO2 18 32 20 33 14 30 

NOx 24 59 30 69 16 47 

交通量 925 1,004 1,814 1,912 - - 

2 

NO 6 19 6 26 1 16 

NO2 21 31 18 31 16 28 

NOx 27 50 24 57 17 44 

交通量 729 819 1,601 1,768 - - 

3 

NO 3 5 5 15 1 5 

NO2 19 17 20 21 16 18 

NOx 24 22 25 36 17 23 

交通量 772 831 1,629 1,748 - - 

4 

NO 3 14 8 26 2 12 

NO2 20 27 21 30 18 28 

NOx 23 41 29 56 20 40 

交通量 825 809 1,720 1,713 - - 

   （注）数値は1時間当たりの平均値。交通量は交差点内に流入する1時間当たりの平均交通量（二輪車を含む）。   環境課 

区大気汚染測定局は北上野2丁目に設置。 

 

イ．道路に面する地域における環境基準達成状況調査（自動車騒音常時監視） 

評価区間 
№ 

評価対象路線名 始  点 終   点 基  準  点 調 査 期 間 

1 
一般国道4号 

（昭和通り） 
下谷2丁目1 根岸5丁目24 下谷3丁目1 

令和5年2月8日（水） 

～令和5年2月9日（木） 
2 

蔵前三ノ輪線 

（国際通り） 
蔵前4丁目6 竜泉2丁目20 西浅草3丁目17 

3 
環状3号線 

（言問通り） 
谷中1丁目3 浅草6丁目1 浅草2丁目30 

環境課 
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評価 
区間 
№ 

車
線
数 

評価上の 
用途地域 

環境
基準
類型 

基準点騒音 
レベル（ﾃﾞｼﾍﾞﾙ） 

残留騒音 
レベル(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ) 

環境基準達成状況 

達成戸数 評価対
象戸数 
（戸） 

達成率（％） 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

1 6 商業地域 C 70 70 50 45 4,182 3,249 4,267 98.0 76.1 

2 6 商業地域 C 67 64 50 46 6,093 6,041 6,097 99.9 99.1 

3 4 商業地域 C 66 63 46 43 7,354 7,318 7,363 99.9 99.4 

全区間 - - - - - - - 17,629 16,608 17,727 99.4 93.7 

  （注）評価の対象範囲は、原則として道路端から50ｍの範囲とする。                        環境課 

     昼間（6時～22時）、夜間（22時～6時）とする。 

     環境基準類型はA：住居専用地域、B：住居地域・準住居地域、C：近隣商業地域・商業地域・準工業地域 

 

ウ．主要幹線道路の騒音・振動・交通量調査（自動車騒音要請限度調査） 

地点 

番号 
道 路 名 調 査 地 点 騒 音 振 動 測 定 実 施 日 交 通 量 測 定 実 施 日 

①  
一般国道4号 

（昭和通り） 
下谷3丁目1 

(1)令和5年2月8日（水） 

～令和5年2月9日（木） 

(2)令和5年2月20日(月) 

～令和5年2月22日（水） 

令和5年2月8日（水） 

～令和5年2月9日（木） 
②  

蔵前三ノ輪線 

（国際通り） 
西浅草3丁目17 

③  
環状3号線 

（言問通り） 
浅草2丁目30 

環境課 

 

（単位：騒音，振動：デシベル） 

地点 

番号 
車  線 用 途 地 域 

騒 音（LAeq） 振 動（L10） 
交 通 量 

（台/時） 

昼 夜 昼 夜 昼 夜 

① 6 商業地域 71 70 45 44 1,907 878 

② 6 商業地域 67 64 45 40 989 415 

③ 4 商業地域 67 64 45 42 991 290 

（注）騒音（Leq）…等価騒音レベル、振動（L10）…80％レンジ上端値                       環境課 

交通量は上下線における1時間当たりの平均交通量。（二輪車を含む） 

 

(参考) 

① 騒音の環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間）（抜粋）             （単位：デシベル） 

昼 間（6時～22時） 夜 間（22時～6時） 

70以下 65以下 

備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められているときは、
屋内へ通過する騒音に係わる基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。 

 （注）環境基準は、LAeq（等価騒音レベル）を適用する。                              環境課 

     ｢幹線交通を担う道路｣とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道。（市町村道にあっては4車線以上の区間） 
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② 自動車騒音要請限度（抜粋）                                （単位：デシベル） 

区域の区分 当てはめ地域 車 線 等 
時 間 の 区 分 

昼間（6時～22時） 夜間（22時～翌6時） 

ａ区域 

第1種低層住居専用地域 
第2種低層住居専用地域 
第1種中高層住居専用地域 
第2種中高層住居専用地域 
（ＡＡ地域を含む） 

1車線 65 55 

2車線以上 70 65 

近接区域 75 70 

ｂ区域 

第1種住居地域 
第2種住居地域 
準住居地域 
用途地域の定めのない地域 

1車線 65 55 

2車線以上 
近接区域 

75 70 

ｃ区域 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

1車線 
2車線以上 
近接区域 

75 70 

   （注）要請限度の評価手法は、LAeq(等価騒音レベル)によるものとする。                       環境課 

      近接区域とは、幹線交通を担う道路に近接する区域をいい、幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、  

都道府県道及び区市町村道(区市町村道にあっては4車線以上の区間)をいう。 

      近接する区域とは、車線の区分に応じた道路端からの距離が2車線以下の車線を有する道路は15メートル、2車線を 

超える車線を有する道路は20メートルの範囲とする。 

 

③ 道路交通振動要請限度（抜粋）                    （単位：デシベル） 

区   分 
時 間 の 区 分  

昼 間（8時～20時） 夜間（20時～8時）  

住居地域 65 60  

近隣商業地域・商業地域 70 65  

   （注）住居地域については、昼間8時から19時、夜間19時から8時とする。          環境課 
 

 

（8）水質汚濁 ［行政計画］ 

 ア．隅田川の水質  

項   目 
年度 

地点 
30 元 2 3 4 

環境基準 

（河川・Ｃ類型） 

水素イオン濃度 

［ p H ］ 

白 鬚 橋 7.3 7.1 7.1 7.3 7.3 6.5以上 

8.5以下 吾 妻 橋 7.3 7.0 7.1 7.2 7.3 

溶存酸素量 

［ D O ］ （mg／ℓ） 

白 鬚 橋 4.6 3.6 4.8 4.6 4.7 
5.0 mg／ℓ以上 

吾 妻 橋 4.2 3.3 4.6 4.6 4.8 

生物化学的酸素要求量 

［ B O D ］（mg／ℓ） 

白 鬚 橋 1.6 2.8 3.5 1.2 1.4 
5.0 mg／ℓ以下 

吾 妻 橋 1.4 1.7 3.3 1.9 0.8 

浮遊物質量 

［ S S ］ （mg／ℓ） 

白 鬚 橋 13 18 16 7 11 
50 mg／ℓ以下 

吾 妻 橋 8 16 11 7 11 

（注）数値は年度平均値を示す。BODについては75%水質値を示す。                           環境課 

 

 イ．隅田川ハゼ釣りと水辺観察 

年  度 30 元 2 3 4 

ハゼ釣り参加者（人） 341 283 57 266 282 

釣     果（匹） 219 20 78 41 249 

水辺観察参加者（人） 14 12 - 32 35 

子供釣り教室参加者（人） 21 15 - - - 

  （注）令和2～4年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の一部を縮小して実施。             環境課 

 

  


